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１０※ 徳島県企業局車両管理規程の一部を改正す

る規程



徳
島
県
告
示
第
五
百
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本

文
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
五
年
十
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

取

消

年

月

日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
サ
プ
ラ
イ
ズ

鳴
門
市
大
麻
町
大
谷
字
森
崎
四

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
ふ
る
さ

鳴
門
市
大
麻
町
大
谷
字
森
崎
四

訪
問
介
護

令
和
五
年
十
一
月
十

四
番
地
一
○

と

四
番
地
一
○

九
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本

文
の
指
定
の
全
部
の
効
力
を
次
の
と
お
り
停
止
し
た
。

令
和
五
年
十
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

停

止

の

内

容

停

止

の

期

間

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
サ
プ
ラ
イ

鳴
門
市
大
麻
町
大
谷
字
森

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

板
野
郡
北
島
町
北
村
字
大

通
所
介
護

指
定
の
全
部
の
効
力
の

令
和
五
年
十
一
月
十
九

ズ

崎
四
四
番
地
一
○

ン
タ
ー
ふ
る
さ
と

黒
五
番
及
び
六
番
一

停
止

日
か
ら
令
和
六
年
五
月

十
八
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容

を
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
半
田
字
松
生
三
三
六
の
二
・
三
三
七
の
二
・
三
四
二
の
二
・
三
四
三
の
二
（
以
上

四
筆
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

河
川
管
理
施
設
用
地
と
す
る
た
め



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
十
号

徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
日

徳
島
県
企
業
局
長

上

田

輝

明

徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
車
両
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
の
所
有
に
属
し
、
」
を
「
が
所
有
又
は
賃
借
（
自
動
車
検
査
証
の
使
用
者
の
欄
に

記
載
さ
れ
て
い
る
者
が
徳
島
県
で
あ
る
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を

し
、
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
中
「購

入
科
目

」
を
「購

入

（リ

ース

）科
目

」
に
、
「購

入
先

」
を
「購

入

（リ

ース

）先

」
に
、
「購

入
年
月
日

」
を
「購

入
（リ

ース

）年
月
日

」
に
、
「購

入
価
格

」
を
「購

入

（リ

ー

ス

）価
格

」
に
改
め
る
。

様
式
第
八
号
中
「購

入
年
月
日

」
を
「購

入

（リ
ース

）年
月
日

」
に
、
「購

入
価
格

」
を
「購

入

（

リ

ース

）価
格

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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